
 

 
 
 

第
一
号 

十
二
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

伝 
 
 

達 
 
 

式 

 ○
事
務
局
長
（
篭
橋
智
基
君
） 

開
会
式
に
先
立
ち
ま
し
て
、
去
る
十
月
三
十
日
、
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
定
例
総
会
に
お
い

て
行
わ
れ
ま
し
た
自
治
功
労
者
表
彰
の
伝
達
式
を
行
い
ま
す
。 

 

受
章
者
の
お
名
前
を
読
み
上
げ
ま
す
の
で
、
自
席
に
お
い
て
御
起
立
願
い
ま
す
。 

 

な
お
、
表
彰
状
は
議
長
か
ら
代
表
の
議
員
へ
伝
達
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

二
十
年
以
上
表
彰
議
員 

 

森 
 
 

正 

弘 

様 
 
 

伊 

藤 

秀 

光 

様 

十
五
年
以
上
表
彰
議
員 

 

加 

藤 

大 

博 

様 

十
年
以
上
表
彰
議
員 

 

布 

俣 

正 

也 

様 
 
 

広 

瀬 
 
 

修 
様 

 
 

伊 

藤 

英 

生 

様 
 
 

中 

川 

裕 

子 

様 

 

恩 

田 

佳 

幸 

様 

以
上
代
表 

森 

正
弘
様 

 
 
 

〔
議
長 

小
原 

尚
君
登
壇
〕 

 
 
 

〔
四
十
四
番 

森 

正
弘
君
登
壇
〕 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

（
表
彰
状
朗
読
） 



 
 

 
 

第
一
号 

十
二
月
二
日 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

  
 
 
 
 
 
 
 

表 
 
 

彰 
 
 

状 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

森 
 
 

正 

弘 

殿 

 

あ
な
た
は
岐
阜
県
議
会
議
員
と
し
て
在
職
二
十
年
以
上
に
及
び
地
方
自
治
の
発
展
に
努
力
さ
れ
た
功
績
は
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ

り
ま
す 

よ
っ
て
こ
こ
に
そ
の
功
労
を
た
た
え
表
彰
し
ま
す 

 

令
和
七
年
十
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 ○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

（
表
彰
状
授
与
）
（
拍
手
） 

 
 
 

〔
議
長 

小
原 

尚
君
降
壇
〕 

 
 
 

〔
四
十
四
番 

森 

正
弘
君
降
壇
〕 



 

 
 
 

第
一
号 

十
二
月
二
日 

○
事
務
局
長
（
篭
橋
智
基
君
） 

受
章
者
の
皆
様
は
、
御
着
席
く
だ
さ
い
。 

 
こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
、
伝
達
式
を
終
わ
り
ま
す
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 

 



 
 

 
 

第
一
号 

十
二
月
二
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

開 
 
 

会 
 
 

式 

 ○
事
務
局
長
（
篭
橋
智
基
君
） 

引
き
続
き
開
会
式
を
行
い
ま
す
。
御
起
立
願
い
ま
す
。 

 
 
 

〔
一
同
起
立
〕 

○
事
務
局
長
（
篭
橋
智
基
君
） 

議
長
か
ら
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 
 

〔
議
長 
小
原 

尚
君
登
壇
〕 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

開
会
に
当
た
り
、
一
言
御
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

初
め
に
、
先
ほ
ど
栄
え
あ
る
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
表
彰
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
皆
様
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
長

年
に
わ
た
り
地
方
自
治
の
発
展
に
御
尽
力
さ
れ
た
皆
様
方
の
御
功
績
に
対
し
、
深
く
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

 

さ
て
、
去
る
十
月
十
八
日
か
ら
四
日
間
、
六
十
歳
以
上
を
中
心
と
し
た
ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
、
健
康
と
福
祉
の
祭
典
、
ね
ん
り
ん

ピ
ッ
ク
岐
阜
二
〇
二
五
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
県
内
四
十
二
市
町
村
を
舞
台
に
、
五
十
を
超
え
る
種
目
が
行
わ
れ
、
選
手
や
観
客

を
は
じ
め
と
し
て
約
六
十
万
人
の
世
代
を
超
え
た
大
交
流
会
が
実
現
い
た
し
ま
し
た
。
日
本
の
真
ん
中
で
あ
る
岐
阜
県
か
ら
全
国

に
向
け
て
、
健
康
長
寿
の
す
ば
ら
し
さ
や
岐
阜
な
ら
で
は
の
食
文
化
等
を
大
い
に
発
信
で
き
た
と
確
信
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

本
大
会
の
開
催
を
契
機
に
、
人
生
百
年
時
代
の
健
康
づ
く
り
を
さ
ら
に
推
進
し
、
高
齢
者
は
も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
人
々
が
生
涯
健

康
で
活
躍
で
き
る
社
会
の
実
現
に
期
待
を
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

本
日
、
令
和
七
年
第
五
回
岐
阜
県
議
会
定
例
会
が
招
集
さ
れ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
各
位
の
御
参
集
を
得
て
、
こ
こ
に
開
会
の



 

 
 
 

第
一
号 

十
二
月
二
日 

運
び
と
な
り
ま
し
た
。 

 
本
定
例
会
に
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
各
案
件
は
、
令
和
七
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
、
い
ず
れ
も
重
要
な
案
件
で
あ
り
ま

す
。
議
会
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
を
十
分
に
果
た
し
、
県
民
の
声
を
県
政
に
反
映
で
き
ま
す
よ
う
、
十
分
な
御
審
議
を
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
議
員
並
び
に
執
行
部
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
議
事
運
営
に
格
別
の
御
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
し
て
、
開
会
の
御
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

（
拍 

 
手
） 

○
事
務
局
長
（
篭
橋
智
基
君
） 

知
事
か
ら
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 
 

〔
知
事 

江
崎
禎
英
君
登
壇
〕 

○
知
事
（
江
崎
禎
英
君
） 

皆
様
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

ま
ず
は
、
た
だ
い
ま
表
彰
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
先
生
方
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
心
よ
り
お
喜
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

引
き
続
き
御
指
導
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
、
開
会
に
当
た
り
ま
し
て
一
言
御
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
日
は
、
令
和
七
年
第
五
回
岐
阜
県
議
会
定
例
会
を
招
集
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
各
位
の
御
参
集
を
い
た
だ

き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

今
議
会
に
上
程
い
た
し
ま
し
た
案
件
は
、
い
ず
れ
も
県
政
運
営
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
ば
か
り
で
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
御
審
議

を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
開
会
の
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。 

 
 
 

（
拍 

 

手
） 



 
 

 
 

第
一
号 

十
二
月
二
日 

 

○
事
務
局
長
（
篭
橋
智
基
君
） 

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
開
会
式
を
終
わ
り
ま
す
。
御
着
席
願
い
ま
す
。 

 
 
 

〔
一
同
着
席
〕 

                



 

 
 
 

第
一
号 

十
二
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

  
 
 
 
 
 
 
 

議 

事 

日 

程 

（ 

第 

一 

号 

） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
日
（
火
）
午
前
十
時
開
議 

第 

一 
 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て 

第 

二 
 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て 

第 

三 
 

議
第
百
十
九
号
か
ら
議
第
百
五
十
六
号
ま
で 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

  
 
 
 
 
 
 
 

本 

日 

の 
会 

議 

に 

付 

し 

た 

事 

件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 
 

日
程
第
一 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て 

一 
 

日
程
第
二 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て 

一 
 

日
程
第
三 

議
第
百
十
九
号
か
ら
議
第
百
五
十
六
号
ま
で 

 



 
 

 
 

第
一
号 

十
二
月
二
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

出 
 
 
 

席 
 
 
 

議 
 
 
 

員 
 
 
 

四
十
六
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 
 

番 
 
 

木 
 

村 
 

千 
 

秋 
 

君 

二 
 

番 
 
 

辻󠄀 
 

井 
 

俊 
 

貴 
 

君 

三 
 

番 
 
 

判 
 

治 
 

康 
 

信 
 

君 

五 
 

番 
 
 

平 
 

野 
 

恭 
 

子 
 

君 

六 
 

番 
 
 

和 
 

田 
 

直 
 

也 
 

君 

七 
 

番 
 
 

今 
 

井 
 

瑠 
 

々 
 

君 

八 
 

番 
 
 

牧 
 

田 
 

秀 
 

憲 
 

君 

九 
 

番 
 
 

黒 
 

田 
 

芳 
 

弘 
 

君 

十 
 

番 
 
 

森 
 
 
 
 

治 
 

久 
 

君 

十 

一 

番 
 
 

山 
 

内 
 

房 
 

壽 
 

君 

十 

二 

番 
 
 

中 
 

川 
 

裕 
 

子 
 

君 

十 

三 

番 
 
 

伊 
 

藤 
 

英 
 

生 
 

君 

十 

四 

番 
 
 

澄 
 

川 
 

寿 
 

之 
 

君 

十 

五 

番 
 
 

森 
 
 
 
 

益 
 

基 
 

君 



 

 
 
 

第
一
号 

十
二
月
二
日 

十 

六 

番 
 
 

小 
 

川 
 

祐 
 

輝 
 

君 

十 

七 

番 
 
 

平 
 

野 
 

祐 
 

也 
 

君 

十 

八 

番 
 
 

所 
 
 
 
 

竜 
 

也 
 

君 

十 

九 

番 
 
 

今 
 

井 
 

政 
 

嘉 
 

君 

二 

十 

番 
 
 

藤 
 

本 
 

恵 
 

司 
 

君 

二
十
一
番 

 
 

安 
 

井 
 
 
 
 

忠 
 

君 

二
十
二
番 

 
 

恩 
 

田 
 

佳 
 

幸 
 

君 

二
十
三
番 

 
 

広 
 

瀬 
 
 
 
 

修    

君 

二
十
四
番 

 
 

布 
 

俣 
 

正 
 

也 
 

君 

二
十
五
番 

 
 

酒 
 

向 
 
 
 
 

薫 
 

君 

二
十
六
番 

 
 

野 
 

村 
 

美 
 

穂 
 

君 

二
十
七
番 

 
 

水 
 

野 
 

吉 
 

近 
 

君 

二
十
八
番 

 
 

国 
 

枝 
 

慎 

太 

郎 
 

君 

二
十
九
番 

 
 

長 
 

屋 
 

光 
 

征 
 

君 

三 

十 

番 
 
 

高 
 

殿 
 
 
 
 

尚 
 

君 

三
十
一
番 

 
 

田 
 

中 
 

勝 
 

士 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
二
番 

 
 

加 
 

藤 
 

大 
 

博 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
三
番 

 
 

松 
 

岡 
 

正 
 

人 
 

君 



 
 

 
 

第
一
号 

十
二
月
二
日 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
四
番 

 
 

小 
 

原 
 
 
 
 

尚 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
五
番 

 
 

水 
 

野 
 

正 
 

敏 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
六
番 

 
 

野 
 

島 
 

征 
 

夫 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
七
番 

 
 

渡 
 

辺 
 

嘉 
 

山 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
八
番 

 
 

伊 
 

藤 
 

正 
 

博 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
九
番 

 
 

川 
 

上 
 

哲 
 

也 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四 

十 

番 
 
 

伊 
 

藤 
 

秀 
 

光 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
一
番 

 
 

平 
 

岩 
 

正 
 

光 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
三
番 

 
 

佐 
 

藤 
 

武 
 

彦 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
四
番 

 
 

森 
 
 
 
 

正 
 

弘 
 

君 

                                                          

四
十
五
番 

 
 

村 
 

下 
 

貴    

夫 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
六
番 

 
 

尾 
 

藤 
 

義 
 

昭 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
七
番 

 
 

岩 
 

井 
 

豊 

太 

郎 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
八
番 

 
 

猫 
 

田 
 
 
 
 

孝 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 



 

 
 
 

第
一
号 

十
二
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

職
務
の
た
め
出
席
し
た
事
務
局
職
員
の
職
氏
名 

 

事

務

局

長 
 
 

篭

橋

智

基 

総

務

課

長 
 
 

桂 
 

川 
 

義 
 

彦 

議

事

調

査

課

長 
 
 

三

宅

誠

樹 

議
事
調
査
課
管
理
調
整
監 

 
 

大 
 

平 
 

洋 
 

右 

同 
 

 

課

長

補

佐 
 
 

佐 
 

藤 
 

由 
 

子 

同 
 

 

主 
 

査   
 

脇 
 

若 
 

知 

香 

子 

同 
 

 

主 
 

査 
 
 

古

藤

綾

乃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

説
明
の
た
め
出
席
し
た
者
の
職
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

知

事 
 
 

江

崎

禎

英

君 

会

計

管

理

者 
 
 

丸 
 

山 
 
 

 
 

淳 
 

君 

秘

書

広

報

統

括

監 
 
 

崎 
 

浦 
 

理 
 

加 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総

務

部

長 
 
 

平 
 

野 
 

孝 
 

之 
 

君 



 
 

 
 

第
一
号 

十
二
月
二
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総

合

企

画

部

長 
 
 

市 
 

橋 
 

貴 
 

仁 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総
合
企
画
部
未
来
創
成
局
長 

 
 

兼 
 

松 
 

伸 
 

和 
 

君 

 

危

機

管

理

部

長 
 
 

海

蔵

敏

晃

君 

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
長 

 
 

平

野

昌

彦

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健

康

福

祉

部

長 
 
 

中

西

浩

之

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子

ど

も

・

女

性

部

長 
 
 

片

桐

伸

一

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商

工

労

働

部

長 
 
 

小

島

光

則

君 
 
 

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長 

 
 

渡

辺

幸

司

君 

農

政

部

長 
 
 

堀 
 
 

 
 

智 
 

考 
 

君 

林

政

部

長 
 
 

久 
 

松 
 

一 
 

男 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県

土

整

備

部

長 
 
 

藤

井

忠

直

君 

 
 
 

理
事(

ま
ち
づ
く
り
担
当)

兼
都
市
建
築
部
長 

 
 

野

崎

眞

司

君 

都
市
建
築
部
都
市
公
園
・
交
通
局
長 

 
 

戸

田

克

稔

君 
教

育

長 
 
 

堀 
 
 

 
 

貴 
 

雄 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警

察

本

部

長 
 
 

三

田

豪

士

君 

代

表

監

査

委

員 
 
 

鈴 
 

木 
 

祥 
 

一 
 

君 

人

事

委

員

会

事

務

局

長 
 
 

大

野

陽

一

君 

労

働

委

員

会

事

務

局

長 
 
 

廣

瀬

雅

史

君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

第
一
号 

十
二
月
二
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
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‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
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‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 
 
 
 
 
 

 

十
二
月
二
日
午
前
十
時
六
分
開
会 

○
議
長
（
小
原 
尚
君
） 

た
だ
い
ま
か
ら
令
和
七
年
第
五
回
岐
阜
県
議
会
定
例
会
を
開
会
し
、
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 ○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

日
程
第
一 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
こ
の
定
例
会
の
会
議
録
署
名
議
員
に
、
二
番 

辻󠄀
井
俊
貴
君
、
八
番 

牧
田
秀
憲
君
、
十
番 

森 

治

久
君
、
二
十
一
番 

安
井 

忠
君
、
二
十
九
番 

長
屋
光
征
君
を
指
名
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
指
名
の
と
お
り
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

諸
般
の
報
告
を
い
た
し
ま
す
。 

 

岐
阜
県
議
会
会
議
規
則
第
百
二
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
お
手
元
に
配
付
の
報
告
書
の
と
お
り
、
議
員
を
派



 
 

 
 

第
一
号 

十
二
月
二
日 

 

遣
し
ま
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 

そ
の
他
の
報
告
は
書
記
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

 
 
 

（
書 

記 

朗 

読
） 

 

議
案
の
提
出
に
つ
い
て 

 

知
事
か
ら
、
本
日
付
を
も
っ
て
、
お
手
元
に
配
付
の
と
お
り
、
議
第
百
十
九
号 

令
和
七
年
度
岐
阜
県
一
般
会
計
補
正
予
算
ほ

か
三
十
七
件
の
議
案
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て 

 

知
事
か
ら
、
本
日
付
を
も
っ
て
、
お
手
元
に
配
付
の
と
お
り
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
報
第
七
十

七
号 

損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
ほ
か
十
三
件
の
専
決
処
分
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

県
の
出
資
等
に
係
る
法
人
の
経
営
状
況
を
説
明
す
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て 

 

知
事
か
ら
、
本
日
付
を
も
っ
て
、
お
手
元
に
配
付
の
と
お
り
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
の
出
資
等
に
係
る
一
般
財
団
法
人
岐
阜
県
魚
苗
セ
ン
タ
ー
の
経
営
状
況
を
説
明
す
る
書
類
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
報
告
等
に
つ
い
て 

 

人
事
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
令
和
七
年
十
月
九
日
付
を
も
っ
て
、
地
方
公
務
員
法
第
八
条
、
第
十
四
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
報
告
及
び
給
与
改
定
に
関
す
る
勧
告
が
あ
り
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
報
告
及
び
勧
告
の
写

し
は
既
に
配
付
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

監
査
結
果
等
の
報
告
の
提
出
並
び
に
住
民
監
査
請
求
の
通
知
に
つ
い
て 

 

監
査
委
員
か
ら
、
お
手
元
に
配
付
の
と
お
り
、
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
付
及
び
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
付
を
も
っ
て
、
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地
方
自
治
法
第
百
九
十
九
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
定
期
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
並
び
に
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
付
及
び
令

和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
付
を
も
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
例
月
出
納
検
査
の
結
果

に
関
す
る
報
告
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
令
和
七
年
十
月
三
十
日
付
を
も
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
民
監
査
請
求
に
つ

い
て
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

日
程
第
二 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
こ
の
定
例
会
の
会
期
は
、
本
日
か
ら
十
二
月
十
八
日
ま
で
の
十
七
日
間
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
会
期
は
本
日
か
ら
十
二
月
十
八
日
ま
で
の
十
七
日
間
と
決
定
を

い
た
し
ま
し
た
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

日
程
第
三
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 
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提
出
議
案
に
対
す
る
知
事
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
知
事 

江
崎
禎
英
君
。 

 
 
 

〔
知
事 

江
崎
禎
英
君
登
壇
〕 

○
知
事
（
江
崎
禎
英
君
） 

本
日
提
出
い
た
し
ま
し
た
議
案
の
説
明
に
先
立
ち
ま
し
て
、
県
政
を
め
ぐ
る
最
近
の
状
況
に
つ
い
て
御

報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
ず
は
、
危
機
管
理
事
案
へ
の
対
応
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

最
初
に
、
熊
出
没
に
対
す
る
注
意
喚
起
と
対
策
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

昨
日
時
点
で
、
今
年
度
の
県
内
の
熊
の
出
没
件
数
は
千
三
十
四
件
と
、
昨
年
度
一
年
間
の
六
百
四
十
七
件
を
大
き
く
上
回
り
、

人
身
被
害
も
四
件
と
昨
年
度
の
三
件
を
上
回
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
九
月
三
日
に
岐
阜

県
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
出
没
注
意
情
報
を
発
令
し
、
注
意
喚
起
を
呼
び
か
け
る
と
と
も
に
、
先
月
か
ら
関
係
団
体
や
猟
友
会
な
ど
と
連

携
し
、
ド
ロ
ー
ン
を
活
用
し
て
熊
を
人
の
生
活
圏
か
ら
追
い
払
う
取
組
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。
今
後
も
引
き
続
き
、
熊
に
よ
る

被
害
の
防
止
に
向
け
て
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。 

 

次
に
、
様
々
な
危
機
事
案
に
備
え
た
各
種
訓
練
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
ず
は
、
十
月
二
十
三
日
に
、
県
内
で
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生
し
拡
大
す
る
場
面
を
想
定
し
た
本
県
初
の
全
庁
的
な
感

染
症
危
機
管
理
対
応
訓
練
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
本
訓
練
は
、
今
年
三
月
に
改
定
い
た
し
ま
し
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
行
動
計
画
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
情
報
収
集
や
対
策
案
の
検
討
な
ど
に
関
す
る
机
上
訓
練
の
ほ
か
、
県
感
染
症
対
策
本
部
な

ど
の
運
営
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。 

 

次
に
、
先
月
十
五
日
及
び
十
六
日
に
は
、
県
内
で
は
八
年
ぶ
り
と
な
る
緊
急
消
防
援
助
隊
中
部
ブ
ロ
ッ
ク
合
同
訓
練
を
高
山
市

で
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
連
日
雨
が
降
り
続
き
地
盤
が
緩
む
中
、
大
き
な
地
震
が
発
生
し
た
と
の
想
定
で
、
中
部
各
県
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や
警
察
、
自
衛
隊
な
ど
と
連
携
し
、
孤
立
地
域
や
倒
壊
家
屋
か
ら
の
救
助
訓
練
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。 

 
さ
ら
に
、
先
月
十
七
日
及
び
二
十
二
日
に
は
、
福
井
県
内
の
発
電
所
で
原
子
力
災
害
が
発
生
し
た
と
の
想
定
で
、
揖
斐
川
町
と

と
も
に
原
子
力
防
災
訓
練
を
実
施
し
、
内
閣
府
、
原
子
力
規
制
庁
、
自
衛
隊
、
電
力
会
社
な
ど
に
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
て
、
初

動
体
制
や
本
部
運
営
体
制
の
ほ
か
、
現
地
で
住
民
避
難
に
係
る
一
連
の
流
れ
を
確
認
い
た
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
訓
練
を
通
じ
て
、

関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
を
図
り
、
様
々
な
危
機
事
案
へ
の
備
え
に
万
全
を
期
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

次
に
、
十
月
十
八
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
の
四
日
間
に
わ
た
っ
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
二
〇
二
五
に
つ
い
て

申
し
上
げ
ま
す
。 

 

総
合
開
会
式
に
は
、
彬
子
女
王
殿
下
の
御
臨
席
を
賜
り
、
濃
姫
隊
や
地
元
の
中
学
生
に
選
手
の
皆
様
の
お
出
迎
え
を
し
て
い
た

だ
い
た
ほ
か
、
関
ケ
原
の
合
戦
に
見
立
て
た
一
斉
行
進
な
ど
、
武
将
隊
や
県
内
の
高
校
生
、
大
学
生
の
皆
さ
ん
に
様
々
な
ア
ト
ラ

ク
シ
ョ
ン
を
御
披
露
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
期
間
中
は
県
内
全
市
町
村
に
お
き
ま
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
計
五
十
五
種
目
を
実
施
し
、

県
内
外
か
ら
約
六
十
万
人
の
方
々
に
御
参
加
い
た
だ
き
、
選
手
の
皆
さ
ん
に
よ
る
熱
戦
が
各
地
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
中
、
大
会
を

通
じ
て
参
加
者
に
よ
る
様
々
な
交
流
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

今
大
会
で
は
、
特
に
若
い
世
代
の
方
に
大
会
を
盛
り
上
げ
て
い
た
だ
き
、
総
合
閉
会
式
に
お
き
ま
し
て
も
、
保
育
園
や
児
童
合

唱
団
の
皆
さ
ん
の
出
演
、
高
校
生
に
よ
る
式
典
ア
シ
ス
タ
ン
ト
な
ど
、
高
齢
者
の
方
が
中
心
の
大
会
で
は
あ
り
ま
す
が
、
若
い
方

に
も
参
加
い
た
だ
き
、
ま
さ
に
全
世
代
に
よ
る
大
会
と
な
り
ま
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
本
県
が
誇
る
喫
茶
店
の
モ
ー
ニ
ン
グ
文
化
を
全
国
に
発
信
す
る
た
め
、
期
間
中
は
県
内
四
百
を
超
え
る
店
舗
の
ほ
か
、

岐
阜
市
内
三
か
所
の
特
設
ブ
ー
ス
に
お
い
て
モ
ー
ニ
ン
グ
メ
ニ
ュ
ー
を
御
堪
能
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
大
会
を
契
機
と
し
て
「
美
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味
し
い
、
楽
し
い
、
ワ
ク
ワ
ク
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
大
会
の
レ
ガ
シ
ー
で
あ
る
人
生
百
年
時
代
の
健
康
づ
く
り
を
推
進
し
て
ま

い
り
ま
す
。 

 
次
に
、
ぎ
ふ
モ
ー
ニ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
さ
ら
な
る
展
開
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
に
お
い
て
、
県
民
運
動
の
一
つ
と
し
て
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
た

め
、
来
年
一
月
か
ら
県
内
の
喫
茶
店
に
お
い
て
、
健
康
デ
ー
タ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
薬
剤
師
、
管
理
栄
養
士
に
よ
る
健
康
講
座
な

ど
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
今
般
、
十
月
に
調
査
に
御
協
力
い
た
だ
け
る
喫
茶
店
を
募
集
・
決
定
し
、
昨
日
か
ら
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
参
加
者
の
募
集
、
八
百
名
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
が
、
開
始
い
た
し
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
高
齢
者
の
地
域
活
動
や
健
康
づ
く
り
、
就
労
な
ど
の
相
談
に
お
答
え
す
る
県
高
齢
者
生
き
が
い
づ
く
り
応
援
窓
口
の
出

張
相
談
を
県
内
の
喫
茶
店
に
お
い
て
十
月
八
日
か
ら
開
始
し
、
来
年
三
月
ま
で
に
二
十
店
舗
で
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。
引
き
続

き
、
県
民
の
皆
様
が
意
識
す
る
こ
と
な
く
健
康
を
維
持
向
上
で
き
る
環
境
を
創
出
す
る
こ
と
で
、
健
康
寿
命
の
延
伸
、
フ
レ
イ
ル

予
防
等
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

次
に
、
気
軽
な
農
業
体
験
を
通
じ
て
、
楽
し
み
な
が
ら
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
び
、
多
様
な
形
で
農
業
参
入
を
促
進
す
る
ア
グ
リ
パ
ー

ク
構
想
の
取
組
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

十
月
二
十
五
日
に
キ
ッ
ク
オ
フ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
「
楽
し
く
儲
か
る
」
農
業
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
県
庁
で
開
催
し
、
こ
れ
ま
で
の
農

業
の
当
た
り
前
を
覆
す
先
進
的
な
取
組
を
実
践
す
る
農
業
者
三
名
の
事
例
発
表
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
、
農
業

の
魅
力
や
わ
く
わ
く
を
発
信
い
た
し
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
今
月
一
日
か
ら
は
政
策
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
形
で
、
モ
デ
ル
と
な
り
ま
す
企
画
の
募
集
を
開
始
し
て
お
り
、
引
き
続
き
ア

グ
リ
パ
ー
ク
構
想
の
実
現
に
向
け
た
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 
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次
に
、
県
産
米
の
生
産
拡
大
や
流
通
の
効
率
化
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
九
月
に
、
県
内
の
米
の
生
産
や
流
通
・
販
売
、
消
費
の
各
分
野
の
皆
様
に
御
参
加
い
た
だ
き
、
ぎ
ふ
の
米
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

研
究
会
を
立
ち
上
げ
、
先
月
十
七
日
、
第
二
回
目
の
会
合
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
会
合
で
は
、
生
産
状
況
や
流
通
の
実
態
、
課

題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
重
ね
、
研
究
会
で
の
意
見
を
踏
ま
え
、
年
内
に
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
予
定
と
し

て
お
り
ま
す
。
引
き
続
き
、
消
費
者
に
選
ば
れ
る
お
い
し
い
お
米
の
生
産
と
県
内
外
や
海
外
に
販
路
を
拡
大
す
る
取
組
の
両
輪
で

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

次
に
、
森
林
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
育
成
・
普
及
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

十
月
一
日
か
ら
先
月
三
十
日
ま
で
の
二
か
月
間
、
県
内
各
地
の
森
林
空
間
を
活
用
し
た
様
々
な
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ー
を
県
内
外

に
発
信
す
る
ぎ
ふ
森
フ
ェ
ス
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
期
間
中
は
、
本
県
の
豊
か
な
森
を
舞
台
に
、
森
林
浴
や
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
な

ど
三
十
以
上
の
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
、
多
く
の
方
々
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
先
月
四
日
か
ら
二
日
間
は
、
森
林
空
間
の
活
用
に
取
り
組
む
事
業
者
や
研
究
者
、
国
、
地
方
自
治
体
な
ど
の
関
係
者
が

集
い
、
全
国
の
先
進
事
例
を
紹
介
し
、
意
見
交
換
を
行
う
森
林
サ
ー
ビ
ス
産
業
全
国
交
流
会
を
全
国
で
初
め
て
開
催
い
た
し
ま
し

た
。
こ
う
し
た
取
組
を
通
じ
て
、
森
林
空
間
を
活
用
し
た
産
業
の
育
成
・
普
及
を
図
る
と
と
も
に
、
山
村
振
興
や
観
光
誘
客
に
向

け
て
つ
な
げ
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

次
に
、
働
く
人
の
目
線
に
立
ち
、
柔
軟
で
働
き
や
す
い
環
境
を
整
え
る
こ
と
に
よ
り
、
企
業
の
労
働
力
確
保
と
生
産
性
向
上
を

同
時
に
目
指
す
、
働
い
て
も
ら
い
方
改
革
の
取
組
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
県
内
企
業
が
取
組
を
進
め
る
に
当
た
り
、
参
考
と

し
て
い
た
だ
く
た
め
、
県
内
企
業
の
先
進
的
な
取
組
を
ま
と
め
た
優
良
事
例
集
の
第
三
弾
を
先
月
十
二
日
に
発
表
し
、
計
三
十
社

の
多
様
な
取
組
を
紹
介
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
う
し
た
優
良
事
例
を
広
く
周
知
す
る
た
め
、
県
内
経
済
団
体
や
岐
阜
労
働
局
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と
い
っ
た
関
係
機
関
が
主
催
す
る
セ
ミ
ナ
ー
や
会
合
な
ど
に
お
い
て
、
働
い
て
も
ら
い
方
改
革
の
出
前
講
座
を
実
施
し
、
県
内
企

業
経
営
者
の
意
識
改
革
を
推
進
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
も
先
進
的
な
取
組
の
横
展
開
を
図
り
、
県
内
企
業
に
お
け
る
働
い
て
も
ら

い
方
改
革
を
一
層
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

次
に
、
十
月
十
一
日
か
ら
二
日
間
、
関
ケ
原
古
戦
場
に
お
い
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
大
関
ケ
原
祭
二
〇
二
五
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
す
。 

 

今
回
は
、
茶
の
湯
や
古
式
日
本
刀
鍛
錬
の
実
演
、
甲
冑
武
者
に
よ
る
関
ケ
原
合
戦
の
再
現
な
ど
、
関
ケ
原
な
ら
で
は
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
交
流
十
周
年
を
迎
え
た
ベ
ル
ギ
ー
の
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
、
ア
メ
リ
カ
の
ゲ
テ
ィ
ス
バ
ー
グ
の
両
古
戦

場
か
ら
代
表
を
お
招
き
し
、
古
戦
場
の
意
義
や
平
和
の
尊
さ
を
改
め
て
確
認
、
発
信
す
る
た
め
、
世
界
三
大
古
戦
場
サ
ミ
ッ
ト
を

開
催
い
た
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
取
組
を
通
じ
て
、
関
ケ
原
古
戦
場
の
魅
力
を
国
内
外
に
強
力
に
発
信
す
る
と
と
も
に
、
関
ケ
原

を
核
に
点
か
ら
面
へ
展
開
す
る
本
県
の
戦
国
・
武
将
観
光
を
さ
ら
に
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

次
に
、
先
月
三
日
、
養
老
公
園
内
に
お
い
て
、
養
老
天
命
反
転
地
の
開
園
三
十
周
年
記
念
セ
レ
モ
ニ
ー
を
開
催
し
、
地
元
保
育

園
の
鼓
笛
隊
に
よ
る
演
奏
や
養
老
鳶
は
し
ご
登
り
保
存
会
の
皆
様
の
大
変
す
ば
ら
し
い
技
を
御
披
露
い
た
だ
き
ま
し
た
。
養
老
天

命
反
転
地
は
、
ア
ニ
メ
映
画
の
舞
台
に
な
る
な
ど
、
国
内
外
か
ら
年
間
約
十
万
人
が
訪
れ
る
人
気
施
設
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
先
月
八
日
に
は
世
界
淡
水
魚
園
水
族
館
ア
ク
ア
・
ト
ト
ぎ
ふ
の
来
館
者
数
が
平
成
十
六
年
の
開
館
以
来
、
累
計
で
一
千

万
人
を
突
破
い
た
し
ま
し
た
。
引
き
続
き
、
県
民
の
皆
様
の
憩
い
の
場
に
加
え
、
地
域
振
興
、
観
光
振
興
の
拠
点
と
し
て
各
県
営

都
市
公
園
の
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。 

 

最
後
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た
県
政
情
報
の
発
信
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

県
の
政
策
や
地
域
資
源
を
は
じ
め
と
す
る
岐
阜
県
の
魅
力
な
ど
に
つ
い
て
、
特
に
県
内
外
の
若
年
層
を
中
心
と
し
た
幅
広
い
層
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に
対
し
て
、
岐
阜
県
が
面
白
い
、
岐
阜
県
を
も
っ
と
知
り
た
い
と
感
じ
て
い
た
だ
く
た
め
、
十
月
に
公
式
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
「
岐

阜
県
広
報
」
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。
岐
阜
県
の
今
を
正
し
く
、
分
か
り
や
す
く
発
信
す
る
総
合
窓
口
と
し
て
、
政
策
や
制
度
の

紹
介
、
イ
ベ
ン
ト
の
告
知
、
防
災
や
暮
ら
し
の
安
心
情
報
の
ほ
か
、
県
庁
の
日
常
や
県
内
市
町
村
と
の
コ
ラ
ボ
企
画
な
ど
、
若
手

職
員
が
知
恵
と
工
夫
を
凝
ら
し
て
幅
広
い
コ
ン
テ
ン
ツ
で
情
報
を
発
信
し
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
御
覧
く
だ
さ
い
。
今
後
も
創
意
工

夫
に
よ
り
魅
力
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
作
成
し
、
迅
速
な
情
報
発
信
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
本
日
提
出
い
た
し
ま
し
た
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

今
回
御
審
議
い
た
だ
き
ま
す
案
件
は
、
予
算
関
係
七
件
、
条
例
関
係
十
二
件
、
契
約
そ
の
他
関
係
十
九
件
、
計
三
十
八
件
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

初
め
に
、
議
第
百
十
九
号
か
ら
議
第
百
二
十
五
号
ま
で
は
、
令
和
七
年
度
岐
阜
県
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
の
補
正
予
算
で
あ

り
、
主
な
も
の
と
し
ま
し
て
、
人
事
委
員
会
勧
告
を
踏
ま
え
、
職
員
給
与
を
補
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

次
に
、
議
第
百
二
十
六
号
か
ら
議
第
百
三
十
七
号
ま
で
は
、
条
例
の
改
正
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
の
主
な
も
の
と
し
ま
し
て
、
議
第
百
二
十
六
号
は
、
知
事
、
県
議
会
議
員
な
ど
特
別
職
の
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を
引
き
上

げ
る
も
の
で
す
。 

 

議
第
百
二
十
七
号
は
、
給
料
表
の
見
直
し
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
の
引
上
げ
な
ど
、
所
要
の
給
与
改
定
を
行

う
も
の
で
す
。 

 

議
第
百
三
十
号
は
、
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
許
可
事
務
を
既
に
移
譲
し
て
い
る
四
町
に
対
し
、
新
た
な
事
務
を
移
譲
す
る
も
の

な
ど
で
あ
り
ま
す
。 

 

議
第
百
三
十
一
号
は
、
政
党
助
成
法
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
支
部
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
に
要
す
る
手
数
料
を
新
た
に
徴
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収
す
る
も
の
な
ど
で
あ
り
ま
す
。 

 

議
第
百
三
十
五
号
は
、
児
童
福
祉
施
設
及
び
一
時
保
護
施
設
に
配
置
さ
れ
る
職
員
の
任
用
要
件
に
、
こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
な
ど
の
資
格
を
有
す
る
者
を
追
加
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

議
第
百
三
十
七
号
は
、
教
育
職
員
に
支
給
さ
れ
る
教
職
調
整
額
を
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
も
の
な
ど
で
あ
り
ま
す
。 

 

議
第
百
三
十
八
号
か
ら
議
第
百
五
十
六
号
ま
で
は
、
契
約
そ
の
他
の
案
件
で
す
。 

 

新
藍
川
橋
上
部
工
事
及
び
長
良
川
新
橋
下
部
工
事
の
請
負
契
約
、
鉄
嶺
ト
ン
ネ
ル
第
三
期
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
、
徳
山
ダ

ム
上
流
域
の
山
林
の
取
得
、
岐
阜
県
東
海
自
然
歩
道
関
ケ
原
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
な
ど
、
十
一
件
の
指
定
管
理
者
の
指
定
な
ど
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
議
決
を
求
め
る
ほ
か
、
現
在
欠
員
と
な
っ
て
お
り
ま
す
副
知
事
に
足
立
葉
子
西
濃
県
事
務
所
長
兼
地
域
危
機

管
理
監
を
選
任
す
る
た
め
、
同
意
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
提
出
議
案
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。
議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
御
審
議
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
議
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
各
案
件
の
う
ち
、
議
第
百
五
十
六
号
を
直

ち
に
採
決
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
案
を
直
ち
に
採
決
す
る
こ
と
に
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。 

 

た
だ
い
ま
か
ら
議
第
百
五
十
六
号 

副
知
事
の
選
任
同
意
に
つ
い
て
を
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
に
同
意
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 
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○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
案
は
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。 
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○
議
長
（
小
原 
尚
君
） 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
議
案
精
読
等
の
た
め
、
明
日
か
ら
十
二
月
九
日
ま
で
の
七
日
間
休
会
と
い
た
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
明
日
か
ら
十
二
月
九
日
ま
で
の
七
日
間
休
会
と
す
る
こ
と
に
決

定
を
い
た
し
ま
し
た
。 
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○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

以
上
を
も
っ
て
、
本
日
の
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

十
二
月
十
日
は
午
前
十
時
ま
で
に
御
参
集
願
い
ま
す
。 

 

十
二
月
十
日
の
日
程
は
追
っ
て
配
付
い
た
し
ま
す
。 

 

本
日
は
こ
れ
を
も
っ
て
散
会
い
た
し
ま
す
。 

 

午
前
十
時
二
十
八
分
散
会 
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